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令和７年２月佐倉市議会定例会提案目次 

 

議案第 １ 号 令和７年度佐倉市一般会計予算 
 ◇ 予算額 ５８９億６，２００万円 

  （前年度比６．７％増、３７億１，９００万円増） 

 ◇ 継続費 佐倉ふるさと広場拡張整備設計業務委託 

 ◇ 繰越明許費 防災アセスメント調査等業務委託など４件 

◇ 債務負担行為 特別職等公用車運行管理業務委託など３９件 

 ◇ 地方債 生活道路整備事業債など３７件 

 ◇ 一時借入金の最高額 ２０億円 

 

議案第 ２ 号 令和７年度佐倉市国民健康保険特別会計予算 
 ◇ 予算額 １６９億４，０２４万２，０００円（前年度比６．０％減） 

 ◇ 保険給付費等 

 

議案第 ３ 号 令和７年度佐倉市公共用地取得事業特別会計予算 
 ◇ 予算額 １５万４千円（前年度比９．４％減） 

 ◇ 土地開発基金繰出金（利子分） 

 

議案第 ４ 号 令和７年度佐倉市農業集落排水事業特別会計予算 
 ◇ 予算額 ２，０９３万７，０００円（前年度比２９．０％減） 

 ◇ 施設管理費等 

 

議案第 ５ 号 令和７年度佐倉市介護保険特別会計予算 
 ◇ 予算額 １５８億１，９９８万１，０００円（前年度比３．５％増） 

 ◇ 保険給付費、地域支援事業費等 

◇ 債務負担行為 庁用自動車賃貸借（令和７年度設定）認定調査用 

 

議案第 ６ 号 令和７年度佐倉市災害共済事業特別会計予算 
 ◇ 予算額 ５０４万円（前年度比同額） 

 ◇ 災害共済事業給付金等 

 

議案第 ７ 号 令和７年度佐倉市後期高齢者医療特別会計予算 
 ◇ 予算額 ３５億６，１６９万１，０００円（前年度比１．３％増） 

 ◇ 後期高齢者医療広域連合納付金等 
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議案第 ８ 号 令和７年度佐倉市水道事業会計予算 
 ◇ 業務の予定量 

  ・給水件数     ７万３，４００件 

  ・年間総配水量   １，６７１万７，０００立方メートル 

  ・一日平均配水量  ４万５，８００立方メートル 

 ◇ 主な建設改良事業 

   改良工事      １２億９，１３１万２，０００円 

   浄水場施設改良工事  ４億９，８４６万４，０００円 

 ◇ 収益的収入予定額  ４１億２，３９８万５，０００円 

   収益的支出予定額  ４３億１，１３５万２，０００円 

 ◇ 資本的収入予定額   ８億４，０４４万６，０００円 

   資本的支出予定額  ２３億５，９１５万１，０００円 

    資本的支出予定額に対する収入の不足額 

   １５億１，８７０万５，０００円は、損益勘定留保資金等で補てん 

 

 

議案第 ９ 号 令和７年度佐倉市下水道事業会計予算 
 ◇ 業務の予定量 

  ・排水区域内人口  １５万５，９７４人 

  ・年間総処理水量  １，８９５万２，０００立方メートル 

  ・一日平均処理水量 ５万１，９２３立方メートル 

 ◇ 主な建設改良事業 

   拡張工事          ９８４万８，０００円 

   改良工事       ２億５，３６５万円 

   ポンプ場等改良工事 １億１，６０３万５，０００円 

 ◇ 収益的収入予定額 ４０億１，４１７万６，０００円 

   収益的支出予定額 ４０億  ９１４万１，０００円 

 ◇ 資本的収入予定額  ４億２，５６５万円 

   資本的支出予定額 １５億  ２７５万６，０００円 

    資本的支出予定額に対する収入の不足額 

   １０億７，７１０万６，０００円は、損益勘定留保資金等で補てん 
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議案第１０号 令和６年度佐倉市一般会計補正予算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ８億４，１５９万円の増額補正 

 ◇ 補正後予算額６１３億２，８９５万１，０００円 

 ◇ 歳入の主なもの 

   市税、地方交付税、国庫支出金、諸収入及び市債の増、寄附金及び繰

入金の減 

 ◇ 歳出の主なもの 

   休職者や退職者の発生等に伴う職員人件費の補正、事業執行額の確

定による計数整理のほか、財政一般事務費、ふるさと事業基金積立費、

国民健康保険特別会計等への繰出経費（臨時）、障害者介護給付事業、

障害者訓練等給付事業、保育所入所委託等事業、生活保護費等給付事

業、道路改修事業、橋梁維持事業、公園整備事業、小学校施設改築・

改造事業、小学校体育施設整備事業及び中学校施設改築・改造事業の

増 

 ◇ 繰越明許費補正 

   志津中学校外１校トイレ改良工事など２１件の追加及び飯野Ⅱ－３

１号線整備事業の変更 

 ◇ 債務負担行為補正 

   根郷・和田・弥富地区学童保育所指定管理者施設管理業務（令和６

年度増額分）の追加及び戸籍氏名振り仮名記載支援業務など２件の

廃止 

◇ 地方債補正 

   中学校トイレ改良事業債（校舎分）など９件の追加及び岩名運動公

園拡張整備事業債など１２件の変更 

 

 

議案第１１号 令和６年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ４９２万１，０００円の減額補正 

 ◇ 補正後予算額１８０億２，３０６万１，０００円 

 ◇ 歳入 

   国庫支出金、財産収入、繰入金及び繰越金の増、国民健康保険税及

び県支出金の減 

 ◇ 歳出 

   総務費の減 
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議案第１２号 令和６年度佐倉市公共用地取得事業特別会計補正予

算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ１万８，０００円の増額補正 

 ◇ 補正後予算額１８万８，０００円 

 ◇ 歳入 

   財産収入の増 

 ◇ 歳出 

   繰出金の増 

 

議案第１３号 令和６年度佐倉市農業集落排水事業特別会計補正予

算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ１５０万円の減額補正 

 ◇ 補正後予算額２，８２８万５，０００円 

 ◇ 歳入 

   繰入金の減 

 ◇ 歳出 

   農業集落排水事業費の減 

 

議案第１４号 令和６年度佐倉市介護保険特別会計補正予算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ６，８８８万５，０００円の増額補正 

 ◇ 補正後予算額１５５億１，４１１万７，０００円 

 ◇ 歳入 

   分担金・負担金、国庫支出金、県支出金及び財産収入の増、支払基

金交付金及び繰入金の減 

 ◇ 歳出 

   保険給付費及び諸支出金の増、総務費及び地域支援事業費の減 

 

議案第１５号 令和６年度佐倉市災害共済事業特別会計補正予算 
 ◇ 歳入歳出それぞれ６，０００円の増額補正 

 ◇ 補正後予算額５０４万６，０００円 

 ◇ 歳入 

   財産収入の増 

 ◇ 歳出 

   積立金の増 
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議案第１６号 佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例等の一

部を改正する条例の制定について 
 ◇ 刑法の改正に伴い、条文中の用語の整理を行うもの 

・ 対象となる条例 

 ① 佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 ② 佐倉市環境保全条例 

 ③ 佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例 

  → 懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されるこ

とに伴い、条文中の「懲役」の用語を「拘禁刑」に改める。 

 ※ 令和７年６月１日から施行（経過措置あり） 

 

 

議案第１７号 佐倉市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 
 ◇ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の改正に伴い、個人番号を利用できる事務の追加等を行うも

の 

  → 同法（以下「番号利用法」という。）において、子ども・子育て支

援法の改正により創設された妊婦・乳児等のための支援給付に関す

る事務が個人番号を利用できる事務に追加されたこと等に伴い、

「情報連携」の対象となる事務等を追加 

  ※ 妊婦のための支援給付に係るものは令和７年４月１日から、乳児

等のための支援給付に係るものは令和８年４月１日から、その他は

公布の日から施行 

  → 番号利用法の改正により生ずる引用条項のずれを整理 

  ※ 令和７年４月１日から施行 
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議案第１８号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
 ◇ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律の改正に伴い、育児を行う職員の時間外勤務の制限の対象とな

る職員の範囲の拡大等を行うもの 

  → 子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合にお

ける任命権者が時間外勤務をさせてはならない職員の範囲を下表

のとおり拡大 

改正案 現行 

小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員 

３歳に満たない子のある職員 

  → 子を養育する職員と同様、任命権者は、要介護者を介護する職員

が当該要介護者を介護するために請求した場合においては、当該請

求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないこととする。 

 

 ◇ 国家公務員の仕事と介護の両立支援に係る改正の内容を踏まえ、介

護両立支援制度等の周知等について規定するもの 

  → 任命権者は、配偶者等が介護を必要とする状況に至ったことを申

し出た職員等に対して、介護両立支援制度等などの事項を知らせる

とともに、当該職員の意向確認等の措置を講じなければならないこ

ととする。 

  → 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよう

にするための措置を講じなければならないこととする。 

 ※ 令和７年４月１日（一部は公布の日）から施行（経過措置あり） 
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議案第１９号 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 
 ◇ 千葉県人事委員会勧告に準拠し、「給与制度のアップデート」を行

うもの 

・ 対象となる条例 

 ① 一般職職員の給与に関する条例 

 ② 佐倉市任期付職員の採用等に関する条例 

 ③ 佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 ④ 佐倉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例（令和４年佐倉市条例第２３号） 

 ⑤ 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令

和４年佐倉市条例第２４号） 

 ⑥ 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例（令和４年佐倉市条例第２６号） 

 ⑦ 佐倉市職員の育児休業等に関する条例 

  → 給料表を改正し、千葉県人事委員会勧告（以下「勧告」という。）

に準じたもの（３～６級の各級初号近辺の号給をカットし、初号の

給料月額を引上げ）とする。 

  → 行政職給料表３級以上（保育職給料表は２級以上）について、号

給の切替表を規定し、勧告に準じた給料を支給できるようにする。 

  → ７級の職員の昇給について、勤務成績が極めて良好又は特に良好

である場合に限り行うものとする。 

  → 扶養手当について、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る手

当額を１３，０００円に引き上げる見直しを下表のとおり段階的に

実施 

扶養親族 現行 令和 7年度 令和 8年度 

配偶者 
～６級 6,500 円 3,000 円 

廃止 
７級 3,500 円 廃止 

子（1人当たり） 10,000 円 11,500 円 13,000 円 

  → 扶養手当の支給に関する細目的な事項について、規則で定めるこ

ととする。 

  → 通勤手当について、新幹線、高速道路料金等の利用に係る特別料

金等を含めて１か月につき１５万円まで支給できることとする。 

  → 管理職員特別勤務手当について、平日深夜に係る支給対象時間帯

を午後１０時から翌日の午前５時まで（現行：午前０時から午前５

時まで）に拡大 

  → 定年前再任用短時間勤務職員に住居手当を支給することとする。 
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  → 特定任期付職員及び特定任期付企業職員について、特定任期付職

員業績手当を廃止し、期末手当の支給月数を勧告と同率に変更し、

及び勤勉手当を支給することとする。 

  ※ 令和７年４月１日から施行（経過措置あり） 

 

 ◇ 刑法の改正に伴い、条文中の用語の整理を行うもの 

  → 懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されるこ

とに伴い、一般職職員の給与に関する条例について、条文中の「禁

錮」の用語を「拘禁刑」に改める。 

 ※ 令和７年６月１日から施行（経過措置あり） 

 

 

議案第２０号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 ◇ 証明書等の「コンビニ交付」の利用を促進するため、手数料の額の

特例を設けるもの 

  → 令和７年度に限り、「コンビニ交付」に係る住民票の写し手数料

等の額を下表のとおり引下げ 

区分 
コンビニ交付 窓口交付 

（改正なし） 改正案 現行 

租 税 公 課 証 明 手 数 料 200円 300円 350円 

戸籍の附票の写し手数料 250円 350円 400円 

印鑑登録証明書手数料 250円 350円 400円 

住 民 票 の 写 し 手 数 料 250円 350円 400円 

 ※ 令和７年４月１日から施行 
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 ◇ 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により狂犬病予防法の登

録手続の特例が設けられたことに伴い、この特例の適用がある場合に

おける犬の登録を、手数料を徴収する事務の対象から除くこととする

もの 

・ 狂犬病予防法の登録手続 

原則 特例 

市町村長は、犬の登

録の申請があったと

きは、原簿に登録し、

その犬の所有者に犬

の鑑札を交付しなけ

ればならない。 

環境大臣にマイクロチップ登録情報の通

知の求めを行った市町村に所在する犬に

ついては、当該マイクロチップ情報の登録

が狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請

とみなされ、その犬に装着されているマイ

クロチップは狂犬病予防法に規定する鑑

札とみなされる。 

→ 「特例」の場合、手数料（１頭につき３，０００円）を徴収し

ないこととする。 

 ※ 令和７年４月１日から施行 

 

 ◇ 建築基準法等の改正に伴い、関係手数料について所要の整備を行

うもの 

  → 構造及び建築物エネルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」

という。）に係る審査事項の増加等に伴い、建築物に関する確認申

請手数料等の額を引上げ 

   例：床面積の合計が１００㎡超２００㎡以下のものの場合 

改正案 現行 

３２，０００円／件 ２１，０００円／件 

  → 省エネ基準への適合義務の対象となる建築物の範囲の拡大に伴

い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の区分（現

行：非住宅に係る区分のみ）に住宅に係る区分を追加するととも

に、非住宅に係る区分に「延べ面積が３００㎡未満」の区分を追

加 

  → その他不要となる区分及び手数料の削除等所要の整理を行う。 

 ※ 令和７年４月１日から施行（経過措置あり） 
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 ◇ 宅地造成等規制法の改正を踏まえてなされた千葉県知事の権限に

属する事務の処理の特例に関する条例の改正に伴い、関係手数料に

ついて所要の整備を行うもの 

  → 宅地造成等に関する工事の許可は県が処理する事務とされたこ

とから、宅地造成工事許可申請手数料を削除 

  → 中間検査（工事完了後に確認困難となる工程（例：排水施設の

設置）について行う現地検査をいう。）のうち一定のものは市が処

理する事務とされたことから、宅地造成工事中間検査申請手数料

を新設 

盛土又は切土をする土地の面積 手数料の額（／件） 

～３千㎡以下 ３，１００円 

３千㎡超～２万㎡以下 ６，２００円 

２万㎡超～４万㎡以下 １２，４００円 

４万㎡超～７万㎡以下 ２４，９００円 

７万㎡超～１０万㎡以下 ４３，６００円 

１０万㎡超～ ６２，３００円 

  → 宅地造成等に関する工事の許可は県が行う事務とされた一方、

従前に市が行った許可の変更はこれまでどおり市が処理する事務

とされたことから、宅地造成工事計画変更許可申請手数料の内容

（引用条項等）を整理 

 ※ 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の関係

規定の施行の日から施行 

 

 

議案第２１号 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
 ◇ 佐倉市志津コミュニティセンター及び佐倉市千代田・染井野ふれあ

いセンターを指定管理者による管理とするために必要な規定を整備

するもの 

 ※ 令和８年４月１日から施行（経過措置あり） 

 

 

議案第２２号 佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
 ◇ 寺崎小学校区の学童保育所における待機児童の解消を図るため、大

崎台学童保育所の定員を２５人増員し、５５人とするもの 

 ※ 令和７年４月１日から施行  
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議案第２３号 佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
 ◇ 厚生労働省令の改正に伴い、同省令に基づいて定めている佐倉市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を同省令のとおり改め

るもの 

・ 家庭的保育事業等 

  家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事

業所内保育事業をいう。 

  → 家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供を家庭的

保育事業所等外で調理し搬入する方法により行う際に求めている

「栄養士による必要な配慮」について、「栄養士又は管理栄養士に

よる必要な配慮」とする。 

  → 家庭的保育事業者等が確保すべき連携施設の３要件（「保育内容

支援」、「代替保育」、「卒園後の受け皿の確保」）のうち、「保育内容

支援」について、「代替保育」と同様に小規模保育事業所Ａ型、同Ｂ

型及び事業所内保育事業所との連携を可能とするなど基準を緩和 

  → 連携施設に関する経過措置（連携施設の確保が著しく困難であっ

て、一定の支援を行うことができると市が認める場合は、家庭的保

育事業者等は、連携施設を確保しないことができることとする措置

をいう。）を５年延長（令和１２年３月３１日まで） 

 ※ 令和７年４月１日から施行 
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議案第２４号 佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 
 ◇ 内閣府令の改正に伴い、同府令に基づいて定めている佐倉市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を同府令の

とおり改めるもの 

・ 特定教育・保育施設 

  施設型給付費の支給対象となる認定こども園、幼稚園及び保育

所をいう。 

・ 特定地域型保育事業 

  地域型保育給付費の支給対象となる地域型保育（家庭的保育、

小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいう。）を行う事

業をいう。 

  → 特定地域型保育事業が確保すべき連携施設の３要件（「保育内容

支援」、「代替保育」、「卒園後の受け皿の確保」）のうち、「保育内容

支援」について、「代替保育」と同様に小規模保育事業所Ａ型、同Ｂ

型及び事業所内保育事業所との連携を可能とするなど基準を緩和 

  → 連携施設に関する経過措置（連携施設の確保が著しく困難であっ

て、一定の支援を行うことができると市が認める場合は、特定地域

型保育事業者は、連携施設を確保しないことができることとする措

置をいう。）を５年延長（令和１２年３月３１日まで） 

 ※ 令和７年４月１日から施行 

 

議案第２５号 佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について 
 ◇ 飯野台観光振興施設の指定管理者を公募したところ、申請がなかっ

たことから、その再度の公募のための準備期間を確保するため、同施

設を指定管理者による管理とする時期を改めるもの 

  → 同時期を令和７年４月１日から令和９年４月１日とする。 

 ※ 公布の日から施行 

 

議案第２６号 佐倉市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例

の制定について 
 ◇ 産業競争力強化法の改正に伴い生ずる引用条項のずれを整理する

もの 

 ※ 公布の日から施行  
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議案第２７号 佐倉市文化振興のための基金の設置、管理及び処分

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 ◇ 基金の利用状況を踏まえ、佐倉市文化財産等取得基金を廃止し、こ

れに属する預金は、佐倉市文化振興積立基金に属するものとするもの 

 ※ 公布の日から施行 

 

 

議案第２８号 佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
 ◇ 建築基準法の改正に伴い、同法からの引用条項を追加するもの 

  → 条例上、保存建築物の増築等に係る市長の許可は、当該許可に係

る工事が建築確認申請又は計画通知（以下「申請等」という。）を要

するものであるときは、申請等の日（以下「期限日」という。）まで

に受けなければならないこととされるところ、同法の改正により、

国等の建築物について、下表のとおり指定確認検査機関による審査

等が可能とされた（同法第１８条第４項が追加された）ことから、

申請等に係る同法からの引用条項に同項を追加することで、期限日

に「同項の規定による指定確認検査機関への通知をしようとする日」

を追加 

 国、都道府県、 

建築主事を置く市町村 

民間 

（建築確認） 

建築主事 ○ ○ 

指定確認検査機関 
× → ○ 

（建築基準法§18④） 
○ 

 

・ 計画通知 

  建築基準法においては、国、都道府県又は建築主事を置く市

町村の建築物の建築主は、工事に着手する前に、建築確認に代

えて、建築計画を建築主事に通知しなければならないこととさ

れており、この通知を計画通知という。 

・ 指定確認検査機関 

  建築基準法に基づき、建築確認に係る審査等を行う機関とし

て国土交通大臣又は都道府県知事が指定するものをいう。 

 ※ 令和７年４月１日から施行 

 

  

建築主 
審査等の主体 
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議案第２９号 佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
 ◇ 佐倉市都市マスタープランに位置付けられた産業拠点の形成を図

るため、市街化調整区域に係る新たな開発許可基準を追加するもの 

  → 既存工業団地隣接地区又はインターチェンジ周辺の区域のうち、

次のいずれにも該当する区域として市長が指定する区域において、

一定の流通業務施設、工業施設又は研究施設の建築を目的として行

う開発行為を可能とする。 

   ア 当該開発行為を行うことにより、周辺における市街化を促進す

るおそれがないと認められること。 

   イ 市街化区域内において当該開発行為を行うことが困難又は著

しく不適当と認められること。 

 ※ 令和７年４月１日から施行 

 

 

議案第３０号 佐倉市道路線の認定について 
 ◇ 開発行為に伴い、宮ノ台五丁目地先の１路線を佐倉市道として認定

するもの 

 

 

議案第３１号 佐倉市道路線の変更について 
 ◇ 都市計画道路３・４・５井野酒々井線の整備に当たり、中志津七丁

目地先から井野地先までの１路線の終点を変更するもの 

 

 

議案第３２号 財産の取得について 
 ◇ 小中学校で使用する教師用教科書、指導書及びデジタル教科書を 

２，９３８万８，８２２円をもって取得するもの 

  → 取得財産  小中学校教師用教科書、指導書及びデジタル教科書 

  → 取得方法  随意契約による買入れ 

  → 相 手 方  有限会社村山書店 
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議案第３３号 財産の取得について 
 ◇ 小中学校で使用する教師用教科書、指導書及びデジタル教科書を 

２，２８６万７，３６７円をもって取得するもの 

  → 取得財産  小中学校教師用教科書、指導書及びデジタル教科書 

  → 取得方法  随意契約による買入れ 

  → 相 手 方  株式会社コラム 

 

 

議案第３４号 財産の取得について 
 ◇ 学校給食で使用する米を５，４８９万６，４００円をもって取得す

るもの 

  → 取得財産  学校給食用米 

  → 取得方法  随意契約による買入れ 

  → 相 手 方  千葉みらい農業協同組合佐倉四街道営農センター 

  → 契約期間  令和７年４月１日から令和７年１２月２６日まで 

 

 

議案第３５号 財産の取得について 
 ◇ 佐倉市道（飯野Ⅱ－３１号線）の用地として、飯野地先の土地を  

２，５４１万４，４７０円をもって取得するもの 

  → 対象となる土地 

区分 所在 地番 地目 地積 

① 飯野字見当作 602番の一部 山林 2136.69㎡ 

② 同上 605番の一部 同上 238.24 ㎡ 

③ 同上 606番の一部 同上 840.73 ㎡ 

④ 同上 608番の一部 同上 20.86 ㎡ 

⑤ 飯野字三角 616番の一部 畑 1814.91㎡ 

 

 

議案第３６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 ◇ 工藤 貴弘（くどう・たかひろ）氏の任期満了（令和７年４月

５日付け）に伴い、同氏を固定資産評価審査委員会委員として再

度選任することについて議会の同意を求めるもの 

  → 任期 令和７年４月６日から令和１０年４月５日まで 
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議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 
 ◇ 処分事項 令和６年度佐倉市一般会計補正予算（第６号） 

 ◇ 専決処分の日 令和７年１月１５日 

 ◇ 国の令和６年度補正予算（第１号）に計上された物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金を活用して実施する「住民税非課税世帯へ

の給付」及び「こども加算」について、可能な限り速やかに支給を行

うため、市長の専決処分をもって補正予算を計上したもの 

 ◇ 歳入歳出それぞれ６億３，５４７万２，０００円の増額補正 

 ◇ 補正後予算額６０４億８，７３６万１，０００円 

 ◇ 歳入 

  国庫支出金の増 

 ◇ 歳出 

   物価高騰対策臨時給付金支給事業（令和６年度住民税非課税世帯 

追加支給分）など２件の増 

 ◇ 繰越明許  

物価高騰対策臨時給付金支給事業（令和６年度住民税非課税世帯 

追加支給分）など２件の追加 

 

 

諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 
 ◇ 浅野 宏美（あさの・ひろみ）氏の任期満了（令和７年６月３０日

付け）に伴い、同氏を人権擁護委員候補者として再度推薦することに

ついて議会の意見を求めるもの 

  → 任期 令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで 


